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国内上場有価証券単元未満株取引に関する説明書 

  

moomoo 証券株式会社 

令和 6（2024）年 5月 

  

お取引にあたっては、本説明書を十分ご理解いただき、記載された事項をご承諾のうえ、お

客様ご自身の判断と責任において行っていただくようお願いいたします。 

  

I. 国内上場有価証券単元未満株取引概要 

1. moomoo証券の国内上場有価証券単元未満株取引について 

(1) 当社では、インターネットを経由して国内市場において有価証券単元未満株取引（以下

「国内単元未満株式の取引」といいます。）を行えるサービス（以下「本サービス」と

いいます。）を提供します。 

(2) 当社では、東京証券取引所に上場する銘柄のうち、当社が任意に選定（証券保管振替機

構の非取扱銘柄は除きます。）した銘柄の取引が可能です。当社で取引が可能な銘柄に

つきましては、当社が運営する moomooアプリ上ならびにウェブサイト上で確認するこ

とができます。 

 

2.国内単元未満株式取引の開始について 

2.1 取引開始基準 

取引開始基準は当社の国内株式取引に準ずる。 

2.2 取引開始までの流れ 

国内株式取引の開始にあたり、インターネット経由（moomoアプリ又は当社のウェブサイト

経由、以下同じ）又は当社所定の方法で次のお手続きが必要になります。 

2.3 国内単元未満株式取引における注意事項 

(1) リスクについて 

(a) 株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、発行者の経営・財務状

況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがありま

す。 

(b) 上場投資信託(ETF)は、連動する指数等の変動により価格が変動し、投資元本を割り込

むことがあります。 

(2) 諸通知 

当社の寄託に係る国内証券についての諸通知は、当社において別途定めがないかぎり、原則

として moomoo アプリ経由又は当社のウェブサイト上への掲載する方法等、電子媒体による

方法等により行います。 

(3) その他の注意事項 
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為替関連取引は、｢為替取引に関する説明書｣に定める範囲でお取引が可能です。 

(4) 証券総合口座取引約款等の適用 

国内単元未満株式の取引は、本説明書の他、当社の｢証券総合口座取引約款｣、｢インターネ

ット取引取扱規程｣及び｢為替取引に関する説明書｣等によるものとします。 

(5) 国内上場有価証券単元未満株取引に関する説明書 (本説明書)の変更 

(a) 本説明書は、法令の制定･変更、または監督官庁の指示、その他必要が生じたときには

変更されることがあります。 

(b) 当社は、お客様に対し事前又は事後に通知を行うことにより、又は緊急を要するときは

通知を行うことなく、本説明書の全部又は一部を変更する場合があります。 

(c) 変更の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すも

のであるときは、その内容を通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申出がない

ときは、その変更にご同意いただいたものとして取扱います。 

(d) 前(a)及び(b)の通知は、お客様へ電子的な方法により行われます。 

(e) 前(a)及び(b)の通知は、変更の内容が軽微であると判断される場合は、当社ウェブサイ

トまたは moomoo アプリ上の掲示による方法により行うことができるものとします。 

 

3.取扱銘柄  

(1) 当社の本サービスにおいての取扱銘柄は、東京証券取引所に上場の銘柄のうち、以下の

有価証券から当社の選定した銘柄のうち単元未満株式となります。 

• 上場株式 

• ETF(上場投資信託) 

• REIT(不動産投資信託) 

• ETN(上場投資証券) 

(2) 金融商品取引所等の売買規制又は当社の判断により、前項に掲げる銘柄は、お客様へ 

通知することなく変更されることがあります。当社の判断により変更した場合でも、当 

社はその理由を開示する義務を負わないものとします。 

(3) 東証寄付き価格基準取引と東証取引時間中価格基準取引とで取り扱う銘柄が異なる場 

合があります。 

(4) 取引単位は単元未満株につき、単元が 1株若しくは 1単位又はその整数倍に限ります。 

(5) 当社の選定した銘柄は、個別銘柄の売買の推奨または勧誘を目的としたのではありま

せん。投資にあたっての最終判断はお客様ご自身でお願いします。 

 

4.ご注文から約定までの流れ 

お客様ご注文時間 当社受注日 当社発注日 

前営業日 14:00:01～8:00 当日 当日の前場始値にて約定 

8:00:01～14:00:00 当日 当日の後場引値にて約定 
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14:00:01～翌営業日 8:00 翌営業日 翌営業日の前場始値にて約定 

 

・ 例） 2024年 4月 15日(月) 13：00にお客様がご注文された場合、当日 2024年 4月

15日(月)が当社受注日となり、4月 15日の後場引値にて約定致します。 

・ 2024年 4月 15日(月) 17：30にお客様がご注文された場合、翌営業日 2024年 4月 16

日(火)が当社受注日となり、2024年 4月 16日(火)の前場始値で約定致します。 

 

（注）有効期間は当日限りとなります。注文が失効した場合は再度発注が必要となります。 

 

お客様からいただいた注文に対しては、他社証券会社へ取次ぐことで、売買を成立いたし

ます。取引結果は取引報告書等にてご確認いただけます。 

 

5.受注制限 

次のいずれかに該当する銘柄については、受注を停止いたします。 

(1) 売買規制等により市場において売買停止措置がとられ、売買注文の執行ができなくな

った銘柄 

(2) 整理銘柄に指定された銘柄 

(3) コーポレートアクションなどの影響で 1株未満となった銘柄 

(4) 減資その他の事由で受渡上、問題が生じる恐れのある銘柄 

(5) 国内上場外国株式のなか、証券保管振替機構の非取扱銘柄 

(6) 諸事情等により、moomoo証券が売買できないと判断した銘柄 

 

6.約定制限 

次のいずれかに該当する銘柄については、約定が制限されます。 

(1) 当社発注日の前場終了時までに値段がつかなかった銘柄は自動的に後場引値で注文に

変更となります。 

(2) 買付余力拘束金は値幅制限価格の上限となります。買付余力を上回る注文は受付でき

ません。また売却時は保有株式を上回る注文単元株数での注文は受付できません。 

(3) 注文の取消は各締め切り時刻を過ぎると受付できません。 

(4) 前場始値注文当日 8：00まで取消可能・後場引値注文当日 14：00まで取消可能となり

ます。 

(5) そのほか、やむをえない事由で当社指定の金融商品取引業者へ取次ぐことができなか

った銘柄については約定が制限される場合があります。 

 

7.口座区分 

本サービスにおいて、取引可能な口座区分は下記通りとなります。 
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・一般口座 

・特定口座 

・NISA（成長投資枠） 

 

8.約定価格 

(1) 売却価格/買付価格の指定はできません。成行の注文となります。 

(2) 約定価格は、moomoo証券が取り次ぐ金融商品取引業者が定める主要取引所の当社発注

日における市場の始値を基準とします。 

(3) 当社発注日の前場終了時に市場価格がなかった場合は、自動的に後場引値注文に継続

します。後場引値が成立しない場合は失効となります。 

(4) TOPIX500構成銘柄お取引時の留意事項 

約定代金（株数×約定単価）に 1円未満の端数（小数）が生じる場合は、次のように計算

いたします。 

① 買い約定：小数を切捨てた円単位（整数） 

② 売り約定：小数を切上げた円単位（整数） 

 

9.手数料 

手数料の詳細は、当社ウェブサイトまたは「契約締結前交付書面」にてご確認いただけます。 

 

10.税金 

課税方法については単元株と同様の取扱となります。 

ギフト株を受領した単元未満株は一般口座の扱いとなります。買増し単元株にする場合は

税区分の指定に注意が必要です。特定口座で買増しすると単元株と認識されず市場での売

却が出来なくなります。 

 

11.注文・約定の確認方法 

当社ヘルプセンター記載の単元未満株取引を参照ください 

 

以上 


